
荒尾市国民健康保険税条例の一部改正について（概要） 

 

１ 改正の趣旨 

  全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部

を改正する法律等が公布され、地方税法等の国民健康保険税の部分も改正が行われ

たことに伴い、所要の改正を行うものである。 

 

２ 改正の内容 

  出産予定の被保険者又は出産した被保険者（以下「出産被保険者」という。）の産

前産後期間は稼得活動に従事できない期間と考え、当該期間における国民健康保険

税については、出産被保険者の所得割額及び均等割額を免除する。 

 ⑴ 対象者 

   妊娠８５日以上の出産（死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む。）に

該当する者 

 ⑵ 免除期間 

  ア 単胎の場合 

出産予定月（又は出産月）の前月から出産月の翌々月までの４か月 

３か月前 ２か月前 １か月前 出産予定月 １か月後 ２か月後 ３か月後 

  イ 多胎の場合 

    出産予定月（又は出産月）の３か月前から出産月の翌々月までの６か月 

３か月前 ２か月前 １か月前 出産予定月 １か月後 ２か月後 ３か月後 

 

３ 施行期日 

  令和６年１月１日 

 

４ 適用区分 

  令和５年度分の国民健康保険税のうち令和６年１月以後の期間に係るもの及び

令和６年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分の国民健

康保険税のうち令和５年１２月以前の期間に係るもの及び令和４年度分までの

国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

 ※令和６年１月以後の期間に係る所得割額及び均等割額が免除対象となるので、令

和６年１月の前々月に当たる令和５年１１月の出産被保険者が最初の免除対象

者となる。 
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荒
尾
市
国
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健
康
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険
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例
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
）
 

（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
）
 

第
2
2
条
 
略
 

第
2
2
条
 
略
 

２
 
略
 

２
 
略
 

 
３
 
国
民
健
康
保
険
税
の

納
税
義
務
者
の
世
帯
に
地

方
税
法
施
行
令
第
5
6
条
の

8
9

第
４
項
に
規
定
す
る
出
産
被
保
険
者
（
以
下
「
出
産
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
が

属
す
る
場
合
に
お
け
る
当

該
納
税
義
務
者
に
対
し
て

課
す
る
所
得
割
額
及
び
被

保
険
者
均
等
割
額
（
第
１

項
に
規
定
す
る
金
額
を
減

額
す
る
も
の
と
し
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額

後
の
被
保
険
者
均
等
割
額

）
は
、
当
該
所
得
割
額
及

び
被
保
険
者
均
等
割
額
か

ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。
 

 
 

(
１

)
 

国
民

健
康

保
険

の
出

産
被

保
険

者
に

係
る

基
礎

課
税

額
の

所
得

割

額
 

当
該

出
産

被
保

険
者

に
つ

き
第

３
条

の
規

定
に

よ
り

算
定

し
た

所
得

割
額
の
1
2
分
の
１
の
額
に

、
当
該
出
産
被
保
険
者
の

出
産
の
予
定
日
（
地
方

税
法
施
行
規
則
第
2
4
条
の

3
0
の
５
に
定
め
る
場
合
に

は
、
出
産
の
日
。
以
下

同
じ
。
）
の
属
す
る
月
（

以
下
「
出
産
予
定
月
」
と

い
う
。
）
の
前
月
（
多
胎

妊
娠
の
場
合
に
は
、
３
月
前
）
か
ら
出
産
予
定
月
の
翌
々
月
ま
で
の
期
間
（
以

下
「
産
前
産
後
期
間
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ

て
得
た
額
 

 
 
(
２
)
 
国
民
健
康
保
険

の
出
産
被
保
険
者
に
係
る

基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者

均

等
割
額
 
当
該
出
産
被
保

険
者
に
つ
き
第
５
条
の
規

定
に
よ
り
算
定
し
た
被

保
険
者
均
等
割
額
（
第
１

項
に
規
定
す
る
金
額
を
減

額
す
る
も
の
と
し
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減

額
後
の
被
保
険
者
均
等
割

額
）
の
1
2
分
の
１
の
額

に
、
当
該
出
産
被
保
険
者

の
産
前
産
後
期
間
の
う
ち

当
該
年
度
に
属
す
る
月

数
を
乗
じ
て
得
た
額
 

 
(
３
)
 
国
民
健
康
保

険
の

出
産
被
保
険
者
に
係
る

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税

額
の
所
得
割

額
 
当
該

出
産
被
保
険
者

に
つ
き
第

５
条
の
２
の
２

の
規
定
に

よ
り
算
定
し

た
所
得
割

額
の
1
2
分
の
１

の
額
に
、

当
該
出
産
被
保

険
者
の
産
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後
 

前
産
後
期
間
の

う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
 

 
(
４
)
 
国
民
健
康
保

険
の

出
産
被
保
険
者
に
係
る

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税

額
の
被
保
険

者
均
等
割

額
 
当
該
出
産

被
保
険
者

に
つ
き
第
５
条

の
２
の
４

の
規
定
に
よ

り
算
定
し

た
被
保
険
者
均

等
割
額
（

第
１
項
に
規
定

す
る
金
額

を
減
額
す
る

も
の
と
し

た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
そ

の
減
額
後
の
被

保
険
者
均

等
割
額
）
の
1
2
分
の
１

の
額
に
、
当
該

出
産
被
保

険
者
の
産
前
産

後
期
間
の

う
ち
当
該
年
度

に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
 

 
(
５
)
 
国
民
健
康
保

険
の

出
産
被
保
険
者
に
係
る

介
護
納
付
金
課
税
額
の
所
得

割
額
 
当
該

出
産
被
保

険
者
に
つ
き
第

６
条
の
規

定
に
よ
り
算
定

し
た
所
得

割
額
の
1
2
分

の
１
の
額

に
、
当
該
出
産

被
保
険
者

の
産
前
産
後
期

間
の
う
ち

当
該
年
度
に
属

す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
 

 
(
６
)
 
国
民
健
康
保

険
の

出
産
被
保
険
者
に
係
る

介
護
納
付
金
課
税
額
の
被
保

険
者
均
等
割

額
 
当
該

出
産
被
保
険
者

に
つ
き
第

７
条
の
規
定
に

よ
り
算
定

し
た
被
保
険

者
均
等
割

額
（
第
１
項
に

規
定
す
る

金
額
を
減
額
す

る
も
の
と

し
た
場
合
に

あ
っ
て
は

、
そ
の
減
額
後

の
被
保
険

者
均
等
割
額
）

の
1
2
分
の

１
の
額
に
、

当
該
出
産

被
保
険
者
の
産

前
産
後
期

間
の
う
ち
当
該

年
度
に
属

す
る
月
数
を
乗

じ
て
得
た
額
 

 
（
特
例
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
申
告
）
 

 
（
特
例
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
申
告
）
 

第
2
3
条
の
２
 
略
 

第
2
3
条
の
２
 
略
 

 
（
出
産
被
保
険
者
に
係
る
届
出
）
 

 
第
2
3
条
の
３
 
国
民
健
康

保
険
税
の
納
税
義
務
者
は

、
出
産
被
保
険
者
が
世
帯

に

属
す
る
場
合
に
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
届
書
を
市
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(
１
)
 
納
税
義
務
者

の
氏

名
、
住
所
、
生
年
月
日

及
び
個
人
番
号
（
行
政
手
続

に
お
け
る
特

定
の
個
人

を
識
別
す
る
た

め
の
番
号

の
利
用
等
に
関

す
る
法
律

（
平
成
2
5
年
法

律
第
2
7
号
）
第
２
条
第
５
項
に
規
定

す
る
個
人
番
号
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
 

 
(
２
)
 
出
産
被
保
険
者
の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
 

 
(
３
)
 
出
産
の
予
定
日
 

 
(
４
)
 
単
胎
妊
娠
又
は
多
胎
妊
娠
の
別
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

 
(
５
)
 
そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項
 

 
２
 
前
項
の
届
書
の
提
出

に
当
た
り
、
当
該
納
税
義

務
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書

類

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(
１
)
 
出
産
の
予
定
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
 

 
(
２
)
 
多
胎
妊
娠

の
場
合

に
は
、
そ
の
旨
を
明

ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き

る
書

類
 

 
(
３
)
 
出
産
後
に

前
項
に

規
定
す
る
届
出
を
行

う
場

合
に
は
、
出
産
し
た

被
保

険
者
と
当

該
出

産
に

係
る

子
と
の
身

分
関
係
を

明
ら

か
に
す
る

こ
と
が
で
き

る
書
類
 

 
３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
は
、
出
産
被
保
険

者
の
出
産
の
予
定
日
の
６

月

前
か
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
４
 
第
１
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
市
長
が
、
当

該
出
産
被
保
険
者
に
つ
い

て

同
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項

及
び
第
２
項
各
号
に

掲
げ

る
書
類
に
お
い
て
明

ら
か

に
す
べ
き
事
項
を
確

認
す

る
こ
と
が
で
き
る
場

合
は

、
第
１
項
の
規
定
に

よ
る

届
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附
 
則
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
施
行
期
日
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１
 
こ
の
条
例
は
、

令
和
６
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
適
用
区
分
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
２

 
こ
の

条
例

に
よ

る
改

正
後
の

荒
尾

市
国
民

健
康

保
険
税

条
例

の
規
定

は
、
令

和
５

年
度

分
の
国

民
健
康
保

険
税
の

う
ち
令

和
６
年
１

月
以
後

の
期
間

に
係

る

も
の

及
び

令
和

６
年

度
以

後
の

年
度

分
の

国
民

健
康

保
険

税
に

つ
い

て
適

用

し
、

令
和

５
年
度

分
の
国
民

健
康
保

険
税
の

う
ち
令
和

５
年

12
月

以
前

の
期

間

に
係

る
も

の
及
び

令
和
４
年

度
分
ま

で
の
国

民
健
康
保

険
税
に

つ
い
て

は
、

な

お
従
前
の
例
に
よ

る
。
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１ 歳入歳出予算補正                                                                            

                                                            (単位:千円)

国県支出金 地方債 その他

電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金事業費（市分）

606,121 606,121

□住民税非課税世帯等に対する電力・ガ
ス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給
付事業費及び支給に伴う事務経費
・消耗品費　　　　　　　　　　　　55
・手数料　　　　　　　　　　　　 913
・住民情報システム改修委託料　   440
・緊急支援給付金申請受付等業務委託料
　                            23,713
・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支
援給付金　                   581,000

電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金事業費（市分）
（時間外手当）

386 386

□住民税非課税世帯等に対する電力・ガ
ス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の
支給に伴う事務経費
・時間外手当　　　　　　　　　　 386

３款計 606,507 606,507

補　正　額 606,507 606,507
一般財源
・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交
付金　　　　　　　　　　　　 606,507

補正前の額 26,412,443 7,381,749 520,200 1,488,898 17,021,596

合　　　計 27,018,950 7,381,749 520,200 1,488,898 17,628,103

令和５年度荒尾市一般会計補正予算（第８号）資料

款

３
民
生
費

事業名
事業費

（補正予算）

左　　の　　財　　源　　内　　訳
特　　定　　財　　源

一般財源
説　　　　明

（積算の基礎等）
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